
 

 

当センターでは、安全優先の理念に基づき、下記の３職 

種について年齢基準を設けています。 

基準の年齢に達した場合は、基本として就業を次の方に

代わっていただくことになります。 

会員の皆様には、ご理解ご協力をお願いします。 

1.人を運送する自動車運転業務 

 70 歳(延長 3 年) 

2.物を運搬する自動車運転業務 

75 歳(延長 3 年) 

3.管理業務（宿直を含む） 

     73 歳(延長 3 年) 

  公益社団法人佐久シルバー人材センター        令和４年３月１０日 

 

 

 

 

                       佐久市取出町「野沢会館」内  ℡６２－１７８６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度定時総会を下記により開催します。 

センターの一層の発展のため、全ての会員のみなさんの出席をお願いします。 

後日総会開催通知と議案書をお送りします。 

なお、都合により出席できない場合は、必ず委任状をご提出ください。 

○開催日時 令和４年５月２７日（金）午後１時３０分 

○開催場所 佐久平交流センター（佐久市佐久平駅南） 

※アトラクションは検討中です。お楽しみに♪ ※新型コロナ感染防止対策を行って開催します。 

令和４年度定時総会のお知らせ 

送迎・運搬・管理業務の年齢基準 

 

 

令和 4年 4月から、年会費の納入方法が変わります。 

これまでは地域班長さんが集金していましたが、本年 4

月から、会員に振り込む配分金から年会費を控除する方法

＝配分金からの自動引き落とし方式に変更となります。  

ただし、１回の配分金収入が会費に満たない方、労働

者派遣で就業の方については、配分金からの控除ができ

ないことから、本支所での窓口納入をお願いします。（窓

口納入できない方については、振込依頼書を送付しま

す） 

 

 

退会される際には、事務局に退会 

届（窓口設置）の提出と会員証の返

却を必ずお願いします。 

年度末までに退会手続きがされ

ない場合には、自動的に会員登録

が継続されますのでご注意願いま

す。 

 

退会される方へのお願い 年会費は『配分金からの自動引き落とし』に変わります 
 

 

 

 

『行きも帰りも仕事のうち 

交通事故に遭わないように 

しましょう！』 

 

ルール・マナーを守る 

（世の中の常識） 

運転技術（事故を起こさない） 

運行前点検（ブタと燃料） 

※ブタと：ブレーキ、タイヤ、灯火 

健康チェック（いつもと違いないか） 

 

安全就業の心得 


